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宗
男
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提
出
児
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買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
外
務
省
職
員
に
対
す
る
処
分
等

に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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十
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二
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八
日
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三
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
違
反
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
外
務
省
職
員
に
対
す
る
処

分
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
は
、
同
省
の
職
員
が
児
童
買
春
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
十
八
年
四
月
十
八

日
に
同
職
員
に
対
し
て
懲
戒
免
職
処
分
（
以
下
「
本
件
処
分
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
。
本
件
処
分
に
関
し
、
外
務
省
は
、

同
日
、
「
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
の
極
め
て
遺
憾
な
事
件
を
踏
ま
え
、
省
内
に
お
け
る
綱
紀
の
粛
正
に
更
に
努
め
る
と
と
も

に
、
国
民
の
信
頼
回
復
の
た
め
に
、
全
力
を
尽
く
す
考
え
で
あ
る
。
」
と
発
表
し
た
。

本
件
処
分
に
係
る
処
分
説
明
書
に
は
、
処
分
の
理
由
と
し
て
、
本
件
処
分
を
受
け
た
職
員
（
以
下
「
当
該
職
員
」
と
い
う
。）

が
平
成
十
六
年
九
月
に
児
童
買
春
を
行
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
に
お
い
て
は
、
本
件
処
分
を
行
う
に
当
た

り
、
当
該
職
員
を
大
臣
官
房
付
に
発
令
し
、大
臣
官
房
人
事
課
に
お
い
て
当
該
職
員
か
ら
事
情
を
聴
取
し
た
。当
該
職
員
は
、

会
計
等
に
係
る
事
務
に
従
事
し
て
き
た
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
四
月
一
日
現
在
の
在
リ
ト
ア
ニ
ア
日
本
国
大
使
館
（
以
下
「
大
使
館
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
在
外
職
員
は

一



四
名
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
住
居
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
者
は
四
名
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
四
月
一
日
現
在
の
大
使
館
に
お
け
る
、
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
在
勤
基
本
手
当
の
額
並
び
に

住
居
手
当
に
係
る
控
除
額
及
び
限
度
額
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
。
以
下
「
限
度
額
政
令
」
と

い
う
。）
別
表
第
二
の
号
別
の
適
用
者
数
は
、
一
号
が
一
名
及
び
四
号
が
三
名
で
あ
り
、
各
号
の
限
度
額
の
邦
貨
換
算
額
は
、

一
号
が
五
十
万
八
千
七
百
七
十
六
円
及
び
四
号
が
三
十
三
万
九
千
百
八
十
四
円
で
あ
る
。
ま
た
、
大
使
館
に
お
い
て
は
、
平

成
十
八
年
四
月
一
日
現
在
、
臨
時
代
理
大
使
に
つ
い
て
は
限
度
額
政
令
別
表
第
二
の
一
号
が
適
用
さ
れ
、
そ
の
他
の
職
員
に

つ
い
て
は
四
号
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

世
界
銀
行
の
世
界
開
発
指
標
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
算
出
し
た
二
千
四
年
に
お
け
る
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
の
一
人
当
た
り
の

国
民
総
所
得
は
、
月
額
約
四
百
七
十
八
米
ド
ル
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
際
通
貨
基
金
の
国
際
財
政
統
計
に
基
づ
く
同
年
の
平
均

レ
ー
ト
を
使
用
し
て
円
に
換
算
す
る
と
、
約
五
万
千
七
百
十
五
円
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

二



リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
政
府
が
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
二
千
六
年
の
一
人
当
た
り
の
「
最
低
生
活
水
準
」
は
、

月
額
百
二
十
五
リ
タ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
際
通
貨
基
金
の
国
際
財
政
統
計
に
基
づ
く
同
年
二
月
の
平
均
レ
ー
ト
を
使
用
し

て
円
に
換
算
す
る
と
、
約
四
万
二
千
五
百
二
十
九
円
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
二
及
び
十
三
に
つ
い
て

大
使
館
に
お
け
る
住
居
手
当
の
各
年
度
の
限
度
額
は
、
在
外
職
員
の
契
約
家
賃
額
と
住
居
手
当
の
限
度
額
と
を
比
較
し
、

主
要
国
の
外
交
官
等
の
住
居
の
家
賃
額
等
の
事
情
も
勘
案
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
妥
当
な
額
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
四
に
つ
い
て

児
童
買
春
、児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）

第
二
条
第
三
項
に
お
い
て
、
「
児
童
ポ
ル
ノ
」
と
は
、
写
真
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
そ
の
他
の
物
で
あ
っ
て
、
児
童
を
相
手
方
と
す
る
又
は
児
童
に
よ
る
性
交
又
は

三



性
交
類
似
行
為
に
係
る
児
童
の
姿
態
等
を
視
覚
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
描
写
し
た
も
の
を
い
う
旨
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。

十
五
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
は
、
平
成
十
三
年
九
月
に
神
奈
川
県
内
に
お
い
て
児
童
買
春
を
行
っ
た
外
務
省
職
員
に
対
し
て
、
平
成

十
四
年
三
月
に
懲
戒
免
職
処
分
を
行
っ
た
。

十
六
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
、
御
指
摘
の
事
例
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

十
七
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
は
、
職
員
に
対
し
、
法
令
の
遵
守
を
始
め
と
す
る
服
務
に
つ
い
て
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

四


